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新型コロナウイルス感染拡大に伴う「緊急特例貸付金制度」の創設について 

 

新型コロナウイルス感染拡大により日本経済への影響は計り知れないものがあります。授業料を 

ご負担いただいておりますご家庭におかれましても、その影響は、予想に反した変化が生じている 

のではないかと推察いたします。また、この状態がいつまで続くのか見極めがつかず、多くの方々

が経済的な不安を抱えながら生活しております。 

そこで、本学園では、新型コロナウイルスの影響により経済的に困窮してしまった方への対応と 

して、当座の資金を補うため下記の要領で「緊急特例貸付金制度」を設けました。 

学校法人静岡理工科大学が擁する学校に籍を置くすべての学生・生徒の皆さんが、この厳しい状

況の中でも希望をもって豊かな学びの機会を創っていけるよう、教職員一同努力を継続して参りま

すので、今後ともご理解ご協力の程、よろしくお願いいたします。 

 

記 

 

名  称：学校法人静岡理工科大学 新型コロナウイルス対策緊急特例貸付金 

資  格：学校法人静岡理工科大学の設置する学校に在籍する学生・生徒（留学生含む） 

条  件：次のいずれかの事由に該当し、就学に支障が出て、一時的または緊急に生活資金の 

援助を必要とする者 

（１）新型コロナウイルスの影響で収入が減少し生活資金が必要となった時。 

（２）家計支持者の失職等により一時的に生活資金が必要となった時。 

    （３）自宅外の通学者で仕送りが遅延している時。 

    （４）その他、やむを得ない事情がある時。 

貸付金額：1万円単位で原則 5万円まで（無利息）。 

返済時期：令和 2年 12月末日まで（別紙申請書記載の返済予定日の通り）。   

     一部返済の場合、6回（6か月以内）の分割返済とする。 

申込方法：『新型コロナウイルス対策 緊急特例貸付金申請書』の提出をお願いいたしますので、 

     保護者の方が直接事務室までお問合せ下さい。貸付金額・返済方法等を確認させて 

いただきます。 

支給時期：『新型コロナウイルス対策 緊急特例貸付金申請書』提出後 1週間以内に、現金または 

振込にて支給します。 

そ の 他：申込時に「審査」がございます。審査の結果ご希望に添えないこともあります。 

 

公的支援は以下のようなものがございます。本校ＨＰでご確認の上、詳細は各機関へお尋ね下さい。 

〇高等教育の修学支援新制度 【非課税世帯及びそれに準ずる世帯の方】 大・院 

〇日本学生支援機構の貸与型・給付型奨学金 【幅広い世帯の方】 

〇自治体独自の奨学金や民間奨学金等【制度等により異なる】 

〇生活福祉資金貸付金（緊急小口貸付貸付等の特例貸付） 【幅広い世帯の方】 

〇生活福祉資金貸付金（教育支援資金）【低所得世帯】 

〇母子父子寡婦福祉貸付金（就学支度資金・修学資金）【母子・父子・寡婦家庭の方】 

〇特別定額給付金（総務省）【住民基本台帳に記録されている方】 

〇日本政策金融公庫の教育ローン 【幅広い世帯の方】 

〇雇用調整助成金の特例措置 【雇用主】                    以上 


